
JP 4110178 B2 2008.7.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子から出力された信号に基づく画像から被写体を検出する被写体検出手段と、
　前記被写体検出手段により検出された被写体の位置に対応する指標を表示する表示手段
と、
　前記表示手段に表示された指標の位置を変更する変更手段とを具備し、
　前記被写体検出手段は、繰り返し被写体を検出し、
　前記変更手段は、前記被写体検出手段により今回検出された複数の被写体の位置のうち
、前記表示手段により表示された指標に対応する前回検出された被写体の位置よりも所定
距離以上離れた被写体の位置に指標の位置を移動させることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記表示手段に表示された指標の位置に対応する被写体の領域の画像の状態が適正とな
るように撮影の際の設定をする設定手段を更に具備することを特徴とする請求項１に記載
の撮像装置。
【請求項３】
　前記被写体検出手段は画像から顔を検出し、前記表示手段は前記被写体検出手段により
検出された顔の位置に対応する指標を表示することを特徴とする請求項１又は請求項２に
記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記被写体検出手段は、前記変更手段の操作タイミングとは非同期で、前記画像から被
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写体を検出することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の撮像装置
。
【請求項５】
　前記変更手段は、前記変更手段の操作の際に得られている最新の被写体検出情報に基づ
いて前記表示手段に表示された指標の位置を移動させることを特徴とする請求項１乃至請
求項４のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記変更手段は、該変更手段が操作された場合に、前記表示手段に表示されている指標
の位置から特定の一方向に向かって指標の位置を移動させることを特徴とする請求項１乃
至請求項５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記変更手段は、該変更手段が操作された場合に、前記表示手段に表示されている指標
の位置から周辺に向かう方向に指標の位置を移動させることを特徴とする請求項１乃至請
求項５のいずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記被写体検出手段により検出された複数の被写体に対して、少なくとも被写体のサイ
ズと被写体の位置に基づいて、前記表示手段に表示された指標の位置を移動する優先順位
を設定する優先順位設定手段を更に具備することを特徴とする請求項１乃至請求項５のい
ずれか１項に記載の撮像装置。
【請求項９】
　撮像素子から出力された信号に基づく画像から被写体を検出する被写体検出工程と、
　前記被写体検出工程おいて検出された被写体の位置に対応する指標を表示手段に表示す
る表示工程と、
　前記表示手段に表示された指標の位置を変更する変更工程とを具備し、
　前記被写体検出工程では、繰り返し被写体を検出し、
　前記変更工程では、前記被写体検出工程により今回検出された複数の被写体の位置のう
ち、前記表示工程により表示された指標に対応する前回検出された被写体の位置よりも所
定距離以上離れた被写体の位置に指標の位置を移動させることを特徴とする撮像装置の制
御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被写体の位置を表示部に表示させる機能を備える撮像装置及びその制御方法
、プログラム、記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、焦点検出枠をユーザーが画面上のいずれかの位置に選択的あるいは自由に設
定しその焦点検出枠の位置に対応する焦点検出領域でオートフォーカスを行う方法が知ら
れている。例えば、焦点検出枠の初期位置が画面中心に設定され、十字ボタンなどを操作
することで焦点検出枠を左右上下に移動する。これにより、ユーザーの意図した位置でオ
ートフォーカスを行うことが可能となり撮影の構図の自由度が向上する。
【０００３】
　また、画面より顔を検出して、その位置に自動的に焦点検出枠を設定して焦点検出する
方法も知られている。これにより、顔位置で焦点検出することが可能となるが、被写体が
複数人存在する場合には必ずしも意図した人物に対して焦点検出するとは限らないため、
ユーザが意図する結果が得られない場合があった。
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【０００４】
　また、外部からのボタン操作によって選択する被写体領域を増やして深度を深く撮影す
る方法も知られている（特許文献１参照）。
【０００５】
　また、画像中から被写体を検出して処理を行う技術としては、ニューラルネットワーク
を用いて画像から被写体を自動検出し、検出した被写体の領域内のみの輝度値を用いて露
出を制御する技術がある（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平１１－０３８３１３号公報
【特許文献２】特許２７９３８１７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記の特許文献１では、特定の被写体に焦点を合わせたい場合には、必
ずしも操作性がよいとはいえなかった。
【０００７】
　また、上記の特許文献２では、被写体を検出し、その被写体の輝度値だけを用いて露出
の制御をしても、ユーザの望む画像が得られるとは限らない。例えば、複数の人物が画面
内におり、人によって光量の具合が異なる場合には、ユーザがねらっている被写体以外の
被写体に合わせて露出制御を行ったために、ユーザの標的とする被写体の領域で白とび等
が発生することもあった。
【０００８】
　従って、本発明は上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザの意
図する被写体に標的を合わせるときの操作性を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係わる撮像装置は、撮像素子
から出力された信号に基づく画像から被写体を検出する被写体検出手段と、前記被写体検
出手段により検出された被写体の位置に対応する指標を表示する表示手段と、前記表示手
段に表示された指標の位置を変更する変更手段とを具備し、前記被写体検出手段は、繰り
返し被写体を検出し、前記変更手段は、前記被写体検出手段により今回検出された複数の
被写体の位置のうち、前記表示手段により表示された指標に対応する前回検出された被写
体の位置よりも所定距離以上離れた被写体の位置に指標の位置を移動させることを特徴と
する。
【００１０】
　また、本発明にかかわる撮像装置の制御方法は、撮像素子から出力された信号に基づく
画像から被写体を検出する被写体検出工程と、前記被写体検出工程おいて検出された被写
体の位置に対応する指標を表示手段に表示する表示工程と、前記表示手段に表示された指
標の位置を変更する変更工程とを具備し、前記被写体検出工程では、繰り返し被写体を検
出し、前記変更工程では、前記被写体検出工程により今回検出された複数の被写体の位置
のうち、前記表示工程により表示された指標に対応する前回検出された被写体の位置より
も所定距離以上離れた被写体の位置に指標の位置を移動させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ユーザの意図する被写体に標的を合わせるときの操作性を向上させる
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の好適な実施形態について、添付図面を参照して詳細に説明する。
【００１３】
　（第１の実施形態）
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　図１は、第１の実施形態における、顔検出機能を使用して焦点検出枠および焦点検出領
域を設定し、オートフォーカスを行うデジタルカメラ１００の概略構成を示す図である。
【００１４】
　本実施形態におけるデジタルカメラ１００は、光学系１およびフォーカスレンズ２を備
え、これらにより結像した光を撮像素子３により光電変換する。撮像素子３からの出力信
号は、出力ノイズを除去するＣＤＳ回路や非線形増幅回路を備えた前置処理回路４とＡ／
Ｄ変換器５を通してデジタル化される。デジタル化された信号は、メモリコントローラ６
を介してメモリ７に格納され、信号処理回路８によって画像（画像情報）に変換されてか
ら記録媒体９に記録される。また、信号処理回路８によって変換された画像は表示部１０
に表示される。制御部１３は表示部１０に画像が表示されるよう制御を行う。
【００１５】
　撮像した画像信号（画像）からの顔の検出は顔検出部１５（被写体検出部）により行わ
れる。表示部１０（本実施形態では電子ビューファインダ[ＥＶＦ]）への表示用に作成さ
れる画像を用いて顔の位置情報を検出し記憶する。表示部によりスルー画像を表示してい
る間（表示部により撮像した画像信号を逐次表示する間）、これを繰り返し、常に最新の
顔検出結果を記憶しておく。つまり、後述の焦点検出枠変更ボタン１９の操作タイミング
とは非同期で顔検出が行われる。（この焦点検出枠変更ボタンの操作による枠変更の指示
により表示部に表示される枠の位置が移動する。）
　顔検出部１５による顔検出の方法については、公知の方法を用いればよい。顔を検出す
る技術としては、様々な手法が公知となっている。例えば、ニューラルネットワークに代
表される学習を用いた方法がある。また、目、鼻、口、および、顔の輪郭といった物理的
な形状の特徴のある部位を画像情報からテンプレートマッチングを用いて識別する手法が
ある。他にも、肌の色や目の形といった画像情報の特徴量を検出し統計的解析を用いた手
法があげられる（例えば、特開平１０－２３２９３４号公報や特開２０００－４８１８４
号公報等を参照）。さらに、直前の顔領域が検出された位置の近傍であるかを判定したり
、服の色を加味するために顔領域の近傍の色を判定したり、あるいは、画面の中央付近ほ
ど顔識別のための閾値を低く設定したりする方法がある。本実施形態では、一対の目（両
目）、鼻、口、および、顔の輪郭を検出し、これらの相対位置より顔を決定する手法によ
り顔の識別処理を行っている。
【００１６】
　なお、ここでは顔検出を常時行うよう構成しているが、レリーズボタン２０の半押しで
ＯＮとなるスイッチＳＷ１（１１）がＯＮされた場合に顔検出動作を行うように構成して
も良い。
【００１７】
　焦点検出枠変更ボタン１９がユーザによって押されると、顔検出部１５、顔選択部１６
、焦点検出枠設定部１７を用いて焦点検出枠（表示部に表示される画面内の位置を示す枠
）を変更する。つまり、焦点検出枠変更ボタン１９は画面中に表示される焦点検出枠を変
更する指示を行う。また、これに伴って、焦点調節のための撮像素子における領域（焦点
検出領域）も変更される。この動作の詳細については後述する。また、焦点検出枠変更ボ
タン１９が押される前は画面の中央位置などに枠を設定し、この枠に対応する焦点検出領
域を焦点調節のための領域として設定しておけばよい。
【００１８】
　フォーカス動作は制御部１３により制御される。フォーカスレンズ２はフォーカスレン
ズ駆動回路１４を介して移動され、合焦位置決定部１８により、撮像した画像信号より上
記焦点検出領域における画像の鮮鋭度、つまり、コントラスト（合焦状態）がピークとな
るフォーカスレンズ位置が検出される。そして、その位置にフォーカスレンズが移動され
る。なお、コントラスト検出方式のオートフォーカスでは、画面中の任意の位置及び大き
さの領域の画像信号を切り出してその信号のコントラストが最大となる位置を検出すれば
よい。したがって、画面内の焦点検出枠は画面内の任意の位置に設定することが可能であ
る。
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【００１９】
　なお、レリーズボタン２０の半押しによりＯＮされるスイッチＳＷ１（１１）がＯＮさ
れた場合にフォーカス動作が行われ、レリーズボタン２０の全押しによりＯＮされるスイ
ッチＳＷ２（１２）がＯＮされた場合に撮像および画像の記録が行われる。
【００２０】
　また、操作部２１は、デジタルカメラ１００の各種の設定を入力するための操作部材を
備えている。この操作部材には、デジタルカメラ１００のオートフォーカスのモードを設
定するフォーカスモード設定ボタンも含まれている。
【００２１】
　次に、図２のフローチャートを参照して、焦点検出枠変更ボタン１９が押された際の動
作についてより詳細に説明する。ここでは、焦点検出枠変更ボタン１９が押されるたびに
画面右側に位置する顔の位置に焦点検出枠および焦点検出領域が移動していくよう構成し
た場合について説明する。
【００２２】
　まず、デジタルカメラ１００の操作部２１に含まれるフォーカスモード設定ボタンが、
人物優先モードに設定されると、図２のフローチャートの動作が開始される。
【００２３】
　なお、図２のフローチャートの開始時点では、焦点検出枠３１（図３Ａ参照）は、図３
Ａに示すように、ファインダの画面の中央位置に設定され、表示されている。
【００２４】
　まず、ステップＳ１において、撮像素子３から得られた画像信号から顔検出部１５によ
り顔位置情報を取得する。顔検出部１５は常時最新の顔位置を検出して記憶しているため
、焦点検出枠変更ボタン１９が押された際の顔位置の最新の情報を取得可能である。ここ
では、検出したすべての顔位置情報を取得して用いるものとする。ただし、信頼度情報の
低いものや顔サイズの小さいものを採用しないなどの選別動作を行うようにしても良い。
【００２５】
　次に、ステップＳ２において、取得したすべての顔の画面内における位置と現在画面内
に表示されている焦点検出枠位置との距離および方向を調べる。例えば、図３Ａのように
、現在の焦点検出枠３１の位置を（ｘ0，ｙ0）、取得した顔位置を（ｘi，ｙi）、（ここ
でｉ＝１，２，…Ｎ）とする。距離ｄiを
　　ｄi＝ｘi－ｘ0
と求める。
【００２６】
　ステップＳ３において、下式を満たすｄiの中でｄiが最小となる顔位置を選択する。
【００２７】
　　ｄi＞ＴＨ
例えば、図３Ａの場合、
　　ｄ2＝ｘ2－ｘ0＜ＴＨ
であったとすると、上式を満たす顔は人物Ｂの顔のみであり、人物Ｂの顔位置を選択する
。ここで、閾値ＴＨを設定するのは、人物あるいはカメラは常に動いており、構図は常時
変化しているため、同一人物が再選択されるのを防ぐためである。閾値ＴＨという予め定
められた距離を設定することにより、異なる人物を選択しやすくなる。
【００２８】
　なお、図３Ａの場合では、表示枠である初期位置の焦点検出枠３１に対応する焦点検出
領域に中央の人物Ａの顔がかかっているため、初期位置の焦点検出枠３１に対応する焦点
検出領域で中央の人物Ａの顔に焦点を合わせることが可能と考えられる。即ち、ユーザの
焦点を合わせようとする目標の人物が画面中央の人物Ａである場合には、初期位置の焦点
検出枠３１に対応する焦点検出領域で焦点を合わせることができる。そのため、焦点検出
枠変更ボタン１９を押したときに焦点検出領域が初期位置から人物Ｂの位置に移動してし
まうとしても、焦点検出枠変更ボタン１９を押さなければ、中央の人物Ａに焦点を合わせ
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ることができる。これにより、中央の人物Ａに焦点を合わせられないということが避けら
れる。
【００２９】
　一方、図３Ｂのように、画面の中央付近の人物Ａが、初期位置の焦点検出枠３１に対応
する焦点検出領域から外れている場合が考えられる。この場合には、焦点検出領域の位置
が初期位置から人物Ｂの位置に移動してしまうと、画面中央付近の人物Ａに焦点を合わせ
ることができない。これでは、ユーザが画面の中央付近の人物に焦点を合わせようとした
場合に不都合を生じさせる。そのため、図３Ｂに示すように、上記の閾値ＴＨを焦点検出
枠３１の半分程度の幅にして、中央付近の人物Ａが初期位置の焦点検出枠３１に対応する
焦点検出領域から外れている場合には、人物Ａの顔のｘ0からの距離であるｄ2がｄ2＝ｘ2
－ｘ0＞ＴＨを満たすようにする。このようにすれば、焦点検出枠変更ボタン１９を押し
た場合に、焦点検出枠およびこれに対応する焦点検出領域が初期位置から人物Ａの顔の位
置に移動する。そのため、焦点検出枠の位置およびこれに対応する焦点検出領域が人物Ａ
をスキップして人物Ｂの顔の位置に移動してしまうことを防ぐことができる。
【００３０】
　次に、ステップＳ３において、仮に人物Ｂが存在しなかった場合、ステップＳ４におい
て、下式を満たすｄiの中で絶対値の最も大きい顔位置（画面中で特定方向とは異なる方
向の遠い顔位置）を選択する。
【００３１】
　　ｄi＜－ＴＨ
　ｄiが負であるため、画面左側の顔が選択される。例えば、図３Ａの場合、人物Ｃの顔
位置が選択される。
【００３２】
　また、図３Ａの人物Ｃも存在しなかった場合、ステップＳ５において現在の焦点検出枠
位置３１を選択する。なお、人物Ａの顔のように－ＴＨ＜ｄi＜ＴＨを満たす顔がある場
合には、その顔位置を選択するよう構成しても良い。
【００３３】
　ステップＳ６において、上記選択した顔の位置に焦点検出枠および焦点検出領域を設定
する。
【００３４】
　以上の実施形態に従えば、ユーザの意図した顔に簡単に焦点検出枠および焦点検出領域
を設定することが可能となり、また、常に最新の被写体や構図において焦点検出枠および
焦点検出領域を設定することが可能となる。したがって、ユーザが目的とする被写体に、
焦点を合わせるときの操作性を、向上できる。
【００３５】
　なお、上記の第１の実施形態では、初期位置の焦点検出枠３１を画面の中央に設定した
が、画面の中央に最も近い人物（図３Ａでは人物Ａ）の顔の位置に初期位置の焦点検出枠
を設定してもよい。
【００３６】
　また、焦点検出枠変更ボタン１９が押されるたびに画面右側に位置する顔に対応する位
置に焦点検出枠および焦点検出領域が移動していくよう構成した装置について説明したが
、画面右側でなくとも任意の一方向に焦点検出枠が移動していくように構成してもよい。
【００３７】
　また、本実施形態では、焦点検出枠変更ボタン１９がユーザによって押されると、焦点
検出枠及び焦点検出領域が変更される構成とした。しかしながら、焦点検出枠変更ボタン
１９がユーザによって押されると、画面内の顔位置を示す枠である焦点検出枠が変更され
た後、焦点検出領域が変更されるようにしてもよいし、その逆でもよい。また、焦点検出
枠が移動している間は焦点検出領域は変化せず、最終的にユーザによって選ばれた焦点検
出枠に対応する焦点検出領域で焦点検出が行われるように構成してもよい。
【００３８】
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　また、本実施形態では、枠の表示がユーザによる焦点検出枠変更ボタン１９の操作によ
り移動するとともに焦点検出領域を変更する構成としたが、これに限らず、撮影の際の装
置の設定を変更するものが考えられる。例えば、ユーザにより変更された被写体の位置に
応じて、その位置に対応する画像領域の露出を適正となるように制御するように構成して
もよい。
【００３９】
　（第２の実施形態）
　次に、第２の実施形態について説明する。第１の実施形態においては選択する顔を画面
右方向に移動していったが、本実施形態では中央または中央付近から周辺方向に移動させ
る場合について説明する。
【００４０】
　第１の実施形態とは、ステップＳ２，Ｓ３，Ｓ４での判別方法が異なる。以下、この点
について図４のフローチャートを参照して説明する。
【００４１】
　画面中心位置または中心付近の位置を（ｘc，ｙc）とする。ステップＳ１２において、
中心位置からの距離ｄiを次式から求める。
【００４２】
　　ｄi＝√｛（ｘi－ｘc）2＋（ｙi－ｙc）2｝－√｛（ｘ0－ｘc）2＋（ｙ0－ｙc）2｝
　ステップＳ１３において、下式を満たすｄiの中でｄiが最小となる顔位置を選択する。
【００４３】
　　ｄi＞ＴＨ
　ステップＳ１４において、上記で選択できる顔がなかった場合には、
　　ｄi＜－ＴＨ
を満たすｄiの中で絶対値の最も大きい顔位置を選択する。
【００４４】
　以上のように、本実施形態によれば、第１の実施形態とは異なり、中央部付近の顔から
周辺部に向かって順次顔を選択していくことが可能となる。したがって、ユーザが目的と
する被写体に焦点を合わせるときの操作性を向上させることが可能となる。
【００４５】
　（第３の実施形態）
　次に、第３の実施形態について説明する。本実施形態では、検出した顔に対して優先順
位付けを行い、その結果を用いて顔の選択の順番を決定する方法について説明する。デジ
タルカメラの基本的な構成は第１の実施形態と同様である。
【００４６】
　検出した顔の優先順位付けについて説明する。
【００４７】
　例えば、次のように顔サイズおよび顔位置を用いて優先順位付けを行う。まず、図５Ａ
のグラフにしたがって、検出された顔サイズに応じて重み係数を求める。また、図５Ｂの
グラフにしたがって、中心からの顔の距離に応じて重み係数を求める。それぞれ顔が大き
いほど、また、中心に近いものほど重み係数が高くなるように設定されている。次に、上
記の２つの重み係数の積を求め、この積の大きい順に優先順位を高くする。
【００４８】
　次に、この優先順位を利用して顔を選択する方法について図６のフローチャートを参照
して説明する。第１の実施形態と異なるのは、ステップＳ２，Ｓ３，Ｓ４である。
【００４９】
　ステップＳ２２において、上記の方法で、取得したすべての顔について優先順位を決定
する。
【００５０】
　ステップＳ２３において、前回選択した顔と同一とみなせる顔を今回取得した顔の中か
ら選択する。
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【００５１】
　例えば、前回選択した顔位置を（ｘp，ｙp）、顔の長さをＳp、今回取得した顔位置を
（ｘi，ｙi)、（ここでｉ＝１，２，…，Ｎ）、顔の長さをＳiとする。この場合、
　　√｛（ｘi－ｘp）2＋（ｙi－ｙp）2｝＜ＴＨ1
かつ
　　|Ｓi－Ｓp|＜ＴＨ2
を満たす顔の中から最も前回の顔位置に近いものを選択する。このようにすることで、前
回選択した顔から位置およびサイズが似ていて前回からの移動量の最も少ない顔を対応付
けることが可能となる。
【００５２】
　ステップＳ２４において、対応付けた顔の優先順位より１つ優先順位の低い顔を選択す
る。もし上記で対応付けた顔が最も優先順位が低い場合には、最も優先順位の高い顔を選
択する。
【００５３】
　以上のように構成することで、被写体や構図が変わった場合でも、顔の優先度に応じて
焦点検出枠を設定することが可能となる。
【００５４】
　なお、上述の実施形態１～３中では、顔検出機能を備えたデジタルカメラにおける構成
と動作を説明したが、顔以外の被写体を検知して、被写体の位置の表示がユーザの指示に
従って移動するものでもよい。例えば、背景から切り出された複数の被写体に対応する枠
の中で、枠表示が順に移動するものなどが考えられる。
【００５５】
　また、上述の実施形態１～３中では、ユーザの指示に基づいて表示部に表示される焦点
検出枠を他の被写体の位置に移動させる構成とした。そして、移動された焦点検出枠に対
応する焦点検出領域において焦点検出を行うことにより、よりユーザの意図に合った場所
にピントを合わせることのできる撮像装置について説明した。しかしながら、これに限定
されるものではなく、例えば、ユーザの指示に基づいて、表示部に表示される被写体の位
置を示す位置表示を他の被写体位置に移動させる。そして、ユーザが指示した被写体に対
応する領域の露出状態とその周辺の領域の露出状態との画面全体におけるバランスを最適
に保つことが考えられる。これにより、ユーザが狙った被写体の露出状態を最適に補正す
ることが可能となり、様々な被写体や撮影状況に応じて最適な映像を得ることができる。
また、ホワイトバランス処理のパラメータを設定する際に、ユーザの指示に基づく表示部
での被写体位置を参照して、被写体のホワイトバランスが最適になるように構成してもよ
い。
【００５６】
　（他の実施形態）
　また、各実施形態の目的は、次のような方法によっても達成される。すなわち、前述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体（また
は記録媒体）を、システムあるいは装置に供給する。そして、そのシステムあるいは装置
のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読
み出し実行する。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した
実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発
明を構成することになる。また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行する
ことにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、本発明には次のような場
合も含まれる。すなわち、プログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働して
いるオペレーティングシステム（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行い、その
処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
【００５７】
　さらに、次のような場合も本発明に含まれる。すなわち、記憶媒体から読み出されたプ
ログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張カードやコンピュータに接続され
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に基づき、その機能拡張カードや機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一
部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される。
【００５８】
　本発明を上記記憶媒体に適用する場合、その記憶媒体には、先に説明した手順に対応す
るプログラムコードが格納されることになる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係わるデジタルカメラの構成を示すブロック図である
。
【図２】第１の実施形態における焦点検出枠変更ボタンを押した際の焦点検出枠設定動作
を示すフローチャートである。
【図３Ａ】構図の例および顔検出結果を表す図である。
【図３Ｂ】構図の例および顔検出結果を表す図である。
【図４】第２の実施形態における焦点検出枠変更ボタンを押した際の焦点検出枠設定動作
を示すフローチャートである。
【図５Ａ】優先度を決定するための重み係数の変化を示す図である。
【図５Ｂ】優先度を決定するための重み係数の変化を示す図である。
【図６】第３の実施形態における焦点検出枠変更ボタンを押した際の焦点検出枠設定動作
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６０】
　１　光学系
　２　フォーカスレンズ
　３　撮像素子
　４　前置処理回路
　５　Ａ／Ｄ変換器
　６　メモリコントローラ
　７　メモリ
　８　信号処理回路
　９　記録媒体
　１０　ＥＶＦ
　１１　ＳＷ１
　１２　ＳＷ２
　１３　制御部
　１４　フォーカスレンズ駆動回路
　１５　顔検出部
　１６　顔選択部
　１７　焦点検出枠設定部
　１８　合焦位置決定部
　１９　焦点検出枠変更ボタン
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